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新潟県事業継続支援金　申請要綱

新型コロナウイルスに関する補償が
新たに商工会議所保険制度に加わりました！

※商工会議所保険制度とは
　経営リスクの担保及び同会員の従業員などの福利厚生の充実などを目的とした商工会議所会員向けの保険制度
です。なかの「ビジネス総合保険制度」「業務災害補償プラン」「休業補償プラン」では、新型コロナウイルス感染症に関
する補償も新たに付帯することができるようになりました。
　主な補償内容は下表の通りとなります。

１．支援金の概要
　新型コロナウイルスの感染拡大により外出自粛等の影響を受け、売上が減少した飲食事業者に対して、事業継続に

向けた支援金を支給します。
２．支給額
　①県内で単独店舗を経営する事業者　20万円
　②県内で複数店舗を経営する事業者　40万円
３．受付期間
　令和３年３月１６日（火）～令和３年５月３１日（月）
４．支給要件
　県内店舗の売上高の合計について、令和２年１２月から令和３年４月までの期間において、２カ月連続して前年比同

月で２０％以上減少していること　※新型コロナウイルスの感染拡大等の影響で前年との比較が適切でない場合
は、前々年と比較することもできます

５．申請書類の入手方法
　「新潟県事業継続支援金」ホームページからダウンロードしてください。
　 URL 　https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoseisaku/jigyoukeizokusienkin.html
　ホームページから入手できない方は下記の事業継続支援センターへお問い合わせください。
６．必要書類
□食品衛生法の営業許可書（写し）　　　　　 　 □確定申告書（写し）     □申請書（様式1～3）
□申請書記載の口座情報が分かる通帳（写し）　　□本人確認書類（写し）   □誓約書
□売上の減少が確認できる書類の写し（売上台帳、月次残高試算表など）
□県内に所在する店舗の内観及び外観がわかる写真（店舗名が分かるもの）
７．お問い合わせ先
　事業継続支援センター　
　（電話番号）025-248-7270　（受付時間）午前9時から午後5時まで（土日祝日を除く）


